
山形広域環境事務組合自家用電気工作物保安規則  
                                                                               
                                                              平成３年３月 
                                                              共衛規則第１号 

 
 改 正  平成４年３月共衛規則第９号    平成７年３月山広環規則第５号 
      平成２５年４月山広環規則第４号  平成２７年４月山広環規則第６号 

      平成２９年１０月山広環規則第６号 平成３０年１１月山広環規則第５号 

      令和５年３月山広環規則第５号 

 

 山形広域環境事務組合自家用電気工作物の保安に関する事項については、山形市自家用

電気工作物保安規則（昭和４８年山形市規則第２５号）の規定を準用する。 

 この場合において、同規則の規定中「関係課等」とあるのは「処理施設」と、「市長」

とあるのは「管理者」と、 

「         

 山形市庁舎 
山形市旅篭町二丁目３番 

２５号 
Kw 

1,220 

Kv 

6.6 

KvA 

750 

 V 

6,600 

柱上開閉

器の電源

側接続点 
   

          」 

とあるのは 

「         

 
山形広域クリーン 
センター 

山形市大字沼木字高野内

４８６番地の３ 
Kw 

317 

Kv 

6.6 

KvA 

80 

V 

200 

柱上開閉

器の電源

側接続点 
  

 立谷川リサイクル 
センター 

山形市大字漆山字中川原

４０１９番地の７ 

 

499 

 

6.6 
   

柱上開閉

器の電源

側接続点 
   

          」 

と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「財政部」とあるのは「施設課」と、「資産

マネジメント課」とあるのは「山形広域クリーンセンター及び立谷川リサイクルセンター」

と読み替えるものとする。 

 （平４規則９、平７規則５、平２５規則４、平２７規則６、平２９規則６・平３０規則５、

令５規則５・一部改正） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



 （規程の廃止） 

２ 山形市ほか二町共立衛生処理組合自家用電気工作物保安規程（昭和５４年共衛訓令第

 ２号）は、この規則の公布の日をもって廃止する。 

   附 則  （平成４年３月改正） 

 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則  （平成４年３月改正） 

 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則  （平成７年３月改正） 

 この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則  （平成２５年４月改正） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則  （平成２７年４月改正） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則  （平成２９年１０月改正） 

 この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

   附 則  （平成３０年１１月改正） 

 この規則は、平成３０年１２月１日から施行する。 

   附 則  （令和５年３月改正） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第１の受電電力に関する改

正規定は令和５年４月２９日から施行する。 

 


